
「在宅介護支援センター運営事業等の
l

実施について」の一部改正について

平成13年5月25日　老発第212号

厚生労働省老健局長

標記については、平成12年9月27日老発第654号本

職通知の別紙「在宅介護支援センター運営事業等実

施要綱」により行われているところであるが、今般

その一部を、別記のとおり改正し、平成13年4月1

日から適用することとしたので通知する。

ついては、事業の円滑な実施について特段のご配

意をお願いするとともに、管内市町村に対して、周

知徹底を図り、本事業の円滑な実施について御協力

を賜りたい。

改　　正　　前　（旧） 改　　正　　後　（新）

（別紙）

在宅介護支援センター運営事業量実施要綱
1　在宅介護支援センター運営事業

（1）目的
在宅介護支援センター運営事業は、在宅の要援護

高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又
はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な
相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護と
なるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に
関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス
（介護保険を含む）が、総合的に受けられるように

市町村等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅
介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、
もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそ
れのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図
ることを目的とする。

（別紙）

在宅介護支援センター運営事業実施要綱

L　目的
在宅介護支援センター運営事業は、在宅の要援護高

齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はそ
の家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に
応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそ
れのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニー
ズに対応した各種の保健、福祉サービス（介護保険を
含む）が、総合的に受けられるように市町村等関係行
政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等
との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援
護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びに
その家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
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改　　正　　前　（旧） 改　　正　　後　（新）

割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との
交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台
帳の作成、個別サービス計画の策定及びソー
シャルワーク等の技術等に閲し自己研鑽に努め
るものとする。

（9）在宅介護支援センター運営協議会の設置
市町村は、市町村内のすべての支援センターの円

滑な運営を図るため、基幹型支援センターに在宅介
護支援センター運営協議会（以下「運営協議会」と
いう。）を設置しなければならない。
ただし、基幹型支援センターが未設置の市町村にあっ

ては、市町村に運営協議会を設置するものとする。

ア　目的

支援センターの事業計画の検討及び事業実施上
の諸問題について協議を行うこと。

イ　構成者
市町村の老人福祉、保健、医療担当部門のそれ

ぞれの長及び保健所の代表者、福祉事務所の代表
者、地域医師会代表者、市町村社会福祉協議会代
表者、老人福祉施設長、介護老人保健施設長、民
生委員の代表者、各支援センターの長その他地域
の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められ
る者。

り　開催回数
必要に応じて、年1回以上開催するものとする。

（10）相談協力員の配置及び業務内容
ア　市町村は、活動対象地域の65歳以上人口等を考
慮し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を支援セ
ンターに配置するものとする。

イ　相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、
婦人会等地域活動団体は役員はもとより、介護す
る家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、
郵便局等から、運営協議会の意見を踏まえ、市町
村長が委嘱するものとする。

り　相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資
するため、支援センターと連携して、以下の業務
を行うものとする。

（カ　地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サー
ビス及び支援センターの紹介等を行うこと。

（イ）様々な機会をとらえての各種の保健福祉サー
ビスの広報及びその積極的活用についての啓発
を行うこと。

（11）事業実施上の留意事項
ア　市町村は、支援センターからの公的保健福祉
サービスの適用依頼について、積極的に応じるも
のとする。

イ　市町村は、本事業の実施に当たっては、利用者
及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよ
う留意するとともに、このことについて、支援セ
ンターを十分に指導するものとする。

り　市町村は、本事業の趣旨に鑑み、市町村の民生
部門、保健衛生部門の連携の下に、本事業に対す
る両部門の協力、支援体制を整備するものとする。

の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流
等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作
成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワー
ク等の技術等に閲し自己研鑽に努めるものとす
る。

且．在宅介護支援センター運営協議会の設置
市町村は、市町村内のすべての支援センターの円滑

な運営を図るため、基幹型支援センターに在宅介護支
援センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）
を設置しなければならない。
ただし、基幹型支援センターが未設置の市町村に

あっては、市町村に運営協議会を設置するものとする。

坦　目的
支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の

諸問題について協議を行うこと。

頻　構成者
市町村の老人福祉、保健、医療担当部門のそれぞ

れの長及び保健所の代表者、福祉事務所の代表者、
地域医師会代表者、市町村社会福祉協議会代表者、
老人福祉施設長、介護老人保健施設長、民生委員の
代表者、各支援センターの長その他地域の高齢者保
健福祉の推進のために必要と認められる者。

壁　開催回数
必要に応じて、年1回以上開催するものとする。

建　相談協力員の配置及び業務内容
建　市町村は、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮

し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を支援センター
に配置するものとする。

旦　相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、
婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する
家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便
局等から、運営協議会の意見を踏まえ、市町村長が
委嘱するものとする。

壁　相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資す
るため、支援センターと連携して、以下の業務を行
うものとする。

ア　地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービ
ス及び支援センターの紹介等を行うこと。

イ　様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービ
スの広報及びその積極的活用についての啓発を行

、

フこと。

廷　事業実施上の留意事項
鎚　市町村は、支援センターからの公的保健福祉サー

ビスの適用依頼について、積極的に応じるものとす
る。

壁　市町村は、本事業の実施に当たっては、利用者及
び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留
意するとともに、このことについて、支援センター
を十分指導するものとする。

壁　市町村は、本事業の趣旨に鑑み、市町村の民生部
門、保健衛生部門の連携の下に、本事業に対する両
部門の協力、支援体制を整備するものとする。
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ア

改　　正　　前　（旧）

エ　市町村は、夜間等の緊急相談に対応するため、
消一打署、医療機関等関係機関による支援体制の整
備を図るものとする。

オ　市町村は、支援センターの職員の資質の向上を図
るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。

また、支援センターを複数設置する市町村に
あっては、支援センターにおける活動内容の均一
化等を図るため、支援センター業務に関する研究
協議会を定期的に開催するものとする。

カ　市町村は、本事業を特別養護老人ホームを運営
する社会福祉法人に委託する場合は、保健医療関
係分野との連携に、また、介護老人保健施設等を
経営する医療法人等に委託する場合は、福祉関係
分野との連携に留意して、支援センターを十分指
導するものとする。

キ　市町村は、本事業の適正かつ積極的な運営を確
保するため、相談内容、処理状況等について、年
1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めると
ともに、定期的に事業実施状況の調査を行うもの
とする。

また、調査の結果、公的サービスとしての本事
業の機能が十分果たすことができないと認められ
る場合は、委託を取り消すものとする。

ク　実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に
係る経理とを明確に区分するものとする。

（12）利用料
原則として無料とする。

（13）支援センターの構造及び設備
ア　建物は、建築基準法（昭和25年法律第201号）第

2条第9号の2に規定する耐火建築物又は、同条
第9号の3に規定する準耐火建築物とする。ただ
し、地域型支援センターであって、特別養護老人
ホーム等に併設しないものについては、この限り
でない。

イ　支援センターには、運営に必要な面積を有する
事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必
要な空間（スペース）（地域型支援センターであっ
て、特別養護老人ホーム等に併設しないものに
あっては、事務室及び相談室に限る。）を設けるも
のとする。

ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共
有すること等により、併設する施設の入所者の
サービス提供及び当該施設の運営上支障が生じな
いときは、この限りでない。

り　建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換
気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮
するものとする。

（弼　その他
市町村は、事業の実施について、地域住民に対し

て広報紙等を通じて周知を図るものとする。
なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用

すること。

改　正　　後　（新）

建’市町村は、夜間等の緊急相談に対応するため、消
防署・医療機関等関係機関による支援体制の整備を
図るものとする。

頻　市町村は・支援センターの職員の資質の向上を図
るため・定期的に研修の機会を設けるものとする。

また・支援センターを複数設置する市町村にあっ
ては・支援センターにおける活動内容の均一化を図
るため・支援センター業務に関する研究協議会を定
期的に開催するものとする。

担　市町村は、本事業を特別養護老人ホームを運営す
る社会福祉法人に委託する場合は、保健医療関係分
野との連携に、また、介護老人保健施設等を経営す
る医療法人等に委託する場合は、福祉関係分野との
連携に留意して、支援センターを十分指導するもの
とする。

型　市町村は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保
するため、相談内容、処理状況等について、年1回
以上定期的な事業実施状況の報告を求めるととも
に、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

また、調査の結果、公的サービスとしての本事業
の機能が十分果たすことができないと認められる場
合は、委託を取り消すものとする。

担　実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係
る経理とを明確に区分するものとする。

担　利用料
原則として無料とする。

担　支援センターの構造及び設備
揖　建物は、建築基準法（昭和25年法律第201号）第2

条第9号の2に規定する耐火建築物又は、同条第9
号の3に規定する準耐火建築物とする。ただし、地
域型支援センターであって、特別養護老人ホーム等
に併設しないものについては、この限りでない。

旦　支援センターには、運営に必要な面積を有する事
務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な
空間（スペース）（地域型支援センターであって、特
別養護老人ホーム等に併設しないものにあっては、
事務室及び相談室に限る。）を設けるものとする。

ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有
すること等により、併設する施設の入所者のサービ
ス提供及び当該施設の運営上支障が生じないとき
は、この限りでない。

壁　建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気
等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮する
ものとする。

担　その他
市町村は、事業の実施について、地域住民に対して

広報紙等を通じて周知を図るものとする。
なお、その際には必要に応じ地域ケア合議を活用す

ることc
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改　　正　　前　（旧） 改　　正　　後　（新）

2　在宅介護支援センター運営事業における痴呆相談事
業実施要綱

（1）目的
在宅の痴呆性高齢者の家族等の介護に関する心配

ごと悩みごとについて総合的な相談等に応じ、もっ
て痴呆性高齢者及びその家族の福祉の向上を図るこ
とを目的とする。

（2）実施主体
この事業の実施主体は、以下の要件を満たす在宅

介護支援センターを有する市町村とする。
ア　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院
等に併設していること。

イ　痴呆専門の精神科医の顧問が確保できること。
り　老人性痴呆疾患センター（または同等の機能を
有する痴呆専門の医療機関）との連携が確保でき
ること。

エ　併設施設において痴呆に関わる積極的な活動
（短期入所生活介護又は通所介護における痴呆性

高齢者の積極的な受入等）が行われていること。
オ　地域ケア合議の開催等により、保健医療、福祉

の相互連携体制が具体的に確保されていること。

（3）事業内容
ア　痴呆性高齢者の介護等に関する相談窓口を定期

的に開催すること。
イ　市町村内の社会福祉施設及び保健施設等の従事
者等に対して、痴呆に関するサービス提供のあり
方等の研修を計画的に実施すること。

り　在宅の痴呆性高齢者等の家族等に対する痴呆性
高齢者介護関係資料等の情報収集を行うととも
に、随時情報提供が行える体制を整備すること。

エ　痴呆性高齢者に関するサービス提供が困牡な事
例等について、地域ケア会議及び顧問の精神科医
等の連携のもと、具体的なサービス提供のあり方
等の検討を行うとともに、必要に応じサービスの
適用の調整等を行うこと。

（4）この事業に対する補助
毎年度の在宅福祉事業費補助金等交付要綱におい

て、「痴呆相談推進経費」として定める額とする。

（5）実施期間
「痴呆相談推進経費」の対象となる期間は2年間

とする。

2　（削除）
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